
市町村立学校教職員の懲戒処分 

 

 

１ 被 処 分 者   平野
ひ ら の

 真喜子
ま き こ

（女） 

 

２ 年   齢   ４６歳 

 

３ 所   属   田川市立後藤寺小学校 

 

４ 職   名   教諭 

 

５ 処 分 時 期   令和７年８月２７日 

 

６ 処分の程度   免職 

 

７ 処分の理由 

  被処分者は、令和７年６月７日（土）午後５時３０分頃から午後８時頃

までの間、飲食店で生ビール中ジョッキ２杯、焼酎ロック１杯を飲酒し

た。 

同日午後１０時半頃、自家用車を運転して自宅に向かい、午後１１時

１４分頃、警察車両に停止を求められ、アルコール検査の結果、呼気から

０．４１㎎/Lのアルコールが検出され、酒気帯び運転の容疑で検挙され

た。 

被処分者は、同年８月６日（水）に道路交通法違反で罰金３０万円の略

式命令を受けた。 

このことは、教育公務員として誠に遺憾な行為であり、地方公務員法

第２９条第１項に規定する懲戒事由に該当するものである。 

                     


